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権現堂調節池水上太陽光発電設備設置事業公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 趣旨 

久喜市（以下「市」という。）は、令和３年４月に「久喜市ゼロカーボンシティ」

を宣言し、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出抑制やエネルギーの地産地

消に取り組んでいる。 

本要領は、温室効果ガス排出量の削減及び電力の地産地消を目的として、埼玉県（以

下「県」という。）が管理する権現堂調節池に、水上太陽光発電設備を設置し、発電、

供給する水上太陽光発電設備設置事業者（以下「事業者」という。）を公募するにあた

り、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 事業内容 

別紙仕様書のとおり 

 

３ 募集概要 

（１） 募集の流れ 

ア 市は、事業者に対し、公募型プロポーザル方式で事業者から企画提案を募集す

る。 

イ 事業者は、別紙仕様書に基づき、企画提案書を作成し、市に提出する。 

ウ 市は、「権現堂調節池水上太陽光発電設備設置事業審査会（以下「審査会」とい

う。）」において企画提案書を審査し、評価結果に基づき、事業者を選定する。 

（２） 募集条件等 

ア 費用負担等 

応募書類作成・提出に係る費用、施設の安全性の証明に要する費用、一般電気

事業者との接続検討調査料、発電設備の設計、材料、工事、発電設備に係る公租

公課、補助金申請等の各種手続き、維持管理等に係る一切の費用は、事業者の負

担とする。 

イ 事業終了後の設備の取扱い 

契約締結期間の途中で事業を中止した場合又は電力売買契約が満了した場合

は、事業者の負担と責任において、市の指定する期間内に発電設備を撤去し原状

回復すること。 

ウ 事業開始時期 

令和９年３月末までに、水上太陽光発電設備を設置し、電力の供給を開始でき

るように計画すること。 

なお、関係機関との協議が滞る等、設置スケジュールに遅れが生じる場合は、

別途協議を行うこと。 

 

４ 応募資格 

以下に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

（１） 国内に本社又は事業所のある法人又は団体（以下「法人等」という。）若しく

は国内に本社のある法人を含む事業体であること。 
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（２） 事業体の場合、代表となる法人等をあらかじめ定め、事業体の構成員の役割

分担を明確にすること。 

（３） 事業を円滑に遂行できる総合的な企画力、技術力、資金力及び経営能力を有

すること。 

（４） 以下のアからエのいずれの要件も満たしていること。事業体であるときは、

その構成員の全てがアからエのいずれの要件も満たしていること。 

ア 令和８年２月１日から契約締結の日までの間に、久喜市建設工事等の契約に係

る指名停止等の措置要綱の規定に基づく指名停止措置を受けていない者、又は措

置要件に該当していない者。 

イ 以下の申立てがなされていない者。 

（ア） 破産法第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の申立て。 

（イ） 会社更生法第１７条に基づく更生手続開始の申立て。 

（ウ） 民事再生法第２１条の規定による再生手続の申立て。 

ウ 国税、県税、市税、消費税及び地方消費税を滞納していない者。 

エ 事業者等又はその代表者等が次のいずれにも該当しない者。 

（ア） 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴

力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）であると認められる者。 

（イ） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下、同

じ。）又は暴力団が経営に実質的に関与していると認められる者。 

（ウ） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等をした

と認められる者。 

（エ） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与していると認められる者。 

（オ） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められる者。 

５ スケジュール 

項 目 日 程 

現地確認会及び質問受付期間 

※現地確認会は、右記の期間中にお申し

込みください。日程調整後、ご連絡しま

す。 

令和８年２月２７日（金）から 

令和８年３月１７日（火）１６時３０分まで  

質問への回答  
令和８年３月２４日（火）までに市ホームペ

ージで回答  

企画提案書受付期間 
令和８年３月２５日（水）から  

令和８年４月２２日（水）１６時３０分まで 

企画提案書の審査 令和８年４月下旬（予定） 

事業者の決定 令和８年４月下旬（予定） 

協定書の締結 令和８年５月上旬（予定） 
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６ 質問受付回答 

（１） 受付期間 

令和８年２月２７日（金）から 

令和８年３月１７日（火）１６時３０分まで 

（２） 質問方法 

電子メールにて受け付けます。 

別添の募集要領及び仕様書等に関する質問書により、下記アドレスに送信し

てください。 

メールの件名は、【権現堂調節池太陽光事業質問】としてください。 

（３） 質問先アドレス 

kankyo@city.kuki.lg.jp 

（４） 質問回答 

令和８年３月２４日（火）までに、市ホームページに回答を掲載します。 

 

７ 企画提案書等の提出 

（１） 受付期間 

令和８年３月２５日（水）から 

令和８年４月２２日（水）１６時３０分まで 

（２） 提出方法 

持参又は郵送（必着） 

（３） 提出先 

〒３４６－０１９２ 埼玉県久喜市菖蒲町新堀３８番地（菖蒲行政センター内） 

久喜市役所 環境経済部 環境課  

（４） 提出書類・提出部数 

正本１部、副本７部、電子媒体１部（ＣＤ－Ｒを正本に添付） 

下記の点に留意して提出すること。 

・ 企画提案書は、次のアからコの資料で構成するものとする。 

・ 企画提案書の正本以外には、社名を特定できるような記載を絶対にしない

こと。 

・ 企画提案書は、すべて日本語で作成すること。また、Ａ４判ファイル製本、

横書き、左綴じの印刷とし、インデックスを付けること。 

・ 様式ごとの最大ページ数の目安については、以下のとおりとする。 

様式１「企画提案参加者概要、事業体の概要」（２ページ程度） 

様式２「事業計画書」（８ページ程度） 

様式３「施設明細書」（３ページ程度） 

それ以外の様式については、原則１ページまでとする。 

・ 印刷は、様式ごとに可能な限り両面印刷で行う。 

・ 様式２「事業計画書」と様式３「施設明細書」は、必ず別添の記載要領を

確認の上、記載すること。 

・ 専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、図や表を適宜使用する

など見易く明確な企画提案書を作成すること。 
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・ ページの順番は、下記の番号順（アからコ）に従うこと。 

ア 「応募申請書」 ※アは、正本のみに添付するものとする。 

イ 「（様式１）企画提案参加者概要、事業体の概要」 

ウ 「（様式２）事業計画書」 

エ 「（様式３）施設明細書」 

オ 「（様式４）設備整備費」 

カ 「（様式５）権現堂調節池における水上太陽光発電設備設置事業 収支計画書」 

キ 「（別紙１）水上太陽光発電設置場所」 

ク 「（別紙２）施工方法関連図面」 

ケ 「（別紙３）配置図・配線図」 

コ 「（別紙４）事業スケジュール」 

※別紙１～４の様式は任意様式による。 

 

〇正本１部 

下記提出書類は、前頁の企画提案書とは別にして提出すること。 

※事業体による応募の場合は、構成員ごとに提出すること。 

サ 「（様式６）誓約書兼承諾書」 

シ 「納税証明書」 

（ア） 法人市町村民税・固定資産税を滞納していないことの証明 

（イ） 消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明 

ス 添付資料   

（ア） 会社・法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（３か月以内のも 

の） 

（イ） 最新決算年度の事業報告書 

（ウ） 貸借対照表（直近３期） 

（エ） 損益計算書（直近３期） 

（オ） 利益処分計算書及び附属明細書（直近３期） 

 

８ 審査方法等 

（１） 審査方法 

提出された企画提案書等に基づき、市が設置するプロポーザル「審査会」にお

いて、別表１「審査項目表」をもとに総合的に審査し、その結果を踏まえて、市

が事業者を選定する。 

なお、応募者が１者の場合でも、審査は実施する。 

 

（２） 審査会の事務局 

「審査会」の事務局を、環境経済部環境課に置く。 

（３） 失格事由 

次のいずれかに該当する場合には、失格とする。 

ア 提出書類に虚偽の記載をした場合。 

イ 「４ 応募資格」に該当しないことが確認された場合。 
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ウ 本募集要領で明示している条件等を満たしていないと市が判断した場合。 

 

９ 選考結果の通知 

市は、選考結果を、それぞれの応募者に対し書面により通知する。 

 

１０ 協定書の締結 

選定された事業者は、市と太陽光発電設備の設置等に関する協定書を締結する。 

 

１１ 発電電力供給の協議 

（１） 市は、選定された事業者と、発電電力の供給に向けた協議を行う。 

（２） 協議の際、事業者の提案内容が、本募集要領で明示している条件等を満たし

ていないと市が判断した場合、事業者の決定を取り消すことがある。また、事

業者の提案内容を尊重しながら、一部内容の変更を求めることがある。 

（３） 協議の成立の見込みがない場合、次順位の応募者を実施事業者として繰り上

げることができる。 

 

１２ 留意事項 

（１） 提示資料の取扱い 

市が提供する資料は、応募に係る検討の目的以外で使用しないこと。 

（２） 提案書類に係る著作権の取扱い 

提案書類に関する著作権は、応募者に帰属する。 

ただし、本事業に係る場合に限り、市は提案書類に記載されたデータを使用

できるものとする。 

また、提案書類は返却しない。 

（３） 辞退について 

事業実施を辞退する場合は、別途市が定める「辞退届」を提出すること。 

なお、事業実施の辞退に伴う損害については、市は責任を負わない。 

 

１３ 問い合わせ先 

久喜市 環境経済部 環境課 

〒３４６－０１９２ 埼玉県久喜市菖蒲町新堀３８番地 

E-mail kankyo@city.kuki.lg.jp 

電話 ０４８０－８５－１１１１（内線３６５） 

ＦＡＸ ０４８０－８５－１７８８ 


